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研究成果の概要（和文）：情報化社会の中で、消費者と事業者間の情報、交渉力の差に鑑み、契

約締結過程(錯誤、詐欺、強迫等）に関わる法律、契約条項に関わる法律、電子商取引に関わる

法などはどのようにあるべきかについて、消費者、あるいは取引的地位の格差が存在する当事

者間に関わる法制度につき比較法的観点から考察することを目的とする。 

 
研究成果の概要（英文）：With the advancement of technology and globalization, vast changes 

in the nature and characteristics of goods, services and business transaction modes have 

greatly furthered the imbalance in the quantity and quality of available information and 

bargaining power between businesses and consumers. The research covered recent 

developments in Japanese consumer policy, laws and regulations, and compared with 

consumer protection laws of other countries. 
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１．研究開始当初の背景 

現代の情報化社会において、通信販売、電
子商取引など従来になかった取引において、
さまざまな商品、情報などの無体物を含む目
的物が取引され、広告、宣伝など商品に関わ
る情報が商品の価値を形成する重要な要素
となっている。さらに、高齢者、若者など取
引的弱者を特にターゲットとした事業者の
巧妙な販売手法によるさまざまな取引も行
われている。携帯電話など電子商取引の機器
により、コンピュータの利用の経験がない情
報リテラシーを欠く人も様々な取引に巻き
込まれる状況も進んでいる。これらの取引に
おいては、従来の相対取引と異なり、広告や
宣伝など多くの情報が提供されつつ、商品を
手に取ることや、試してみることなしに、商
品の取引が行われている。 

 

 

２．研究の目的 

現代の情報化社会において、さまざまな取
引形態によって、さまざまな商品が流通して
おり、情報社会において、いわゆる情報格差
が拡大する傾向にある。情報化社会における
取引形態として電子商取引など新たな経済
行為が生み出され、広告、宣伝など商品に関
わる情報が商品の価値を形成する重要な要
素となっている。このような情報化社会の中
で、消費者と事業者間の情報、交渉力の差に
鑑み、契約締結過程(錯誤、詐欺、強迫等）に
関わる法律、契約条項に関わる法律、電子商
取引に関わる法などはどのようにあるべき
かについて、消費者、あるいは取引的地位の
格差が存在する当事者間に関わる法制度に
つき比較法的観点から考察することを目的
ととした研究を行った。 
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本研究は情報社会における、取引的地位に
格差が存在する当事者間における情報のフ
ローに特に着目し、広告、宣伝など契約の準
備段階において提供される情報、価格や用途
を含めた商品についての情報、インターネッ
ト上の画面などにおける取引方法について
の情報、品質表示、損害賠償制限条項を含む
契約条項を中心として、情報提供にかかわる
消費者法制についての比較法的研究を行う
ことを目的とする。実定法の研究を中心とす
るものの、訴訟制度、行政機関の役割につい
ても総合的に考慮していくこの研究を通じ
て、今後消費者法制はどのように構築されて
いくべきであるのか、消費者政策の目的にも
踏み込んだ上で、検討していくことを心がけ
た。 
 
４．研究成果 
情報化社会における消費者と事業者間の情
報・交渉力の格差に鑑み、広告、宣伝など契
約の準備段階において提供される情報、価格
や用途を含めた商品についての情報、インタ
ーネット上の画面 における取引方法につい
ての情報、品質表示、損害賠償制限条項を含
む契約条項などを含む、契約締結過程に関わ
る法律、契約条項に関わる法律、通信販売、
電子商取引に関わる法律などはどのように
あるべきかについて、比較法的観点から以下
の点について考察することができた。 
①本研究においては、消費者法制の背景に

ある消費者法政策にまで踏み込んで消費者
法制の実効的なありかたについて検討する
という必要性から、まず、どのような範囲の、
どのような類型の消費者に対して、どのよう
な保護が必要とされるのかといったことに
ついて考慮するため、保護されるべき消費者
像について検討した。 
保護されるべき消費者像について考察す

るにあたり、現代社会における、消費者のお
かれる状況に目を向けると、IT 化、国際化、
取引形態の多様化、流通商品の多種・多様化
が進み、広告、宣伝など商品に関わる情報が
商品の価値を形成する重要な要素となって
おり、契約当事者間では、いわゆる、情報格
差が拡大する傾向にある。高齢者、若者など
取引的弱者を特にターゲットとした事業者
の巧妙な販売手法によるさまざまな取引も
行われる 。 
一人の消費者であっても状況によっては

「弱い愚かな消費者」、「強く賢い消費者」と
いう二つの消費者像を併せもっており 、若
者、一人暮らしの高齢者など、十分な理解や
判断力をもたないで契約することがある者
が存在する。さらに十分に情報提供を受けた
としても、消費者は常に合理的に行動すると
は限らない。このように、「生身の人間」 と
しての消費者の特質を踏まえながら、「消費

者と事業者の構造的格差に由来する消費者
法の必要性」 、消費者と事業者との間で行
われる取引における「自由かつ公正な市場の
確保」、「安全な市場の確保」 といった様々
な側面から消費者像の検討を含めた消費者
の保護について考察する必要性が生じてい
る。 
この研究では消費者像について「合理的に

十分な情報提供を受け、合理的に注意深く慎
重な者」である「平均的消費者」に加えて、
ある取引方法が特定の消費者集団に向けら
れている場合における当該集団の平均的構
成員、さらに年齢、精神的もしくは肉体的な
疾病が理由で被害を受けやすい消費者集団
の平均的構成員についての規定を設けた EU
における「二〇〇五年事業者の消費者に対す
る不公正な取引方法に関する EC 指令」に関
連する裁判例および議論、二〇〇五年 EC 不
公正取引方法指令が国内法規化された英国
の「二〇〇八年不公正な取引方法からの消費
者保護規則」の検討、ならびに英国における
最近の法改正の状況における議論などを主
な手掛かりとして消費者像につき考察を試
みた 。 
EU におけるハーモナイゼーションについ

ての議論は、国境を越えての取引が行われる
現代社会において事業者の経済活動を保証
しつつ、消費者保護をどのように達成してい
くことが可能となるのかについて考察して
いく上で参考となった。今後消費者私法の民
法典への取り込みも含めて、高齢者、若者、
幼児等、あるいは、知識、経験、経済力、行
動能力、理解能力などの点において「被害を
受けやすい」立場にある消費者を含めた消費
者像にも対応した消費者に関する法制度の
設計のためには、どのような費者を基準に据
え、どのような消費者像を提示し、どのよう
な消費者類型を設定していくべきであるの
かについて考慮する必要が生じているので
はないかと思われる 。  
②契約条項についての比較法的検討を行

うために、英国における不公正条項規制につ
いての研究を行い、英国における不公正条項
を判断する要件について考察した。英国の不
公正条項に関する法としては、一九七七年不
公正契約条項法 、消費者契約における不公
正条項に関する一九九三年四月五日のヨー
ロッパ共同体理事会の指令（以下「EC不公正
条項指令」とする）が国内法規化された一九
九九年消費者契約における不公正条項規則 
(以下、「一九九九年不公正条項規則」とする） 
という二つの法が存在する。 
EC 不公正条項指令は、「自己の営業、事業

または専門的職に関する目的のために行為」
する者 である「売主または提供者」と「自
己の営業、事業または専門職業外の目的で行
為する」消費者との間に締結される消費者契



 

 

約に適用される 。EC 不公正条項指令におい
て不公正条項とは、個別交渉を経ず、「信義
誠実の要請」に反して、当事者の契約上の権
利・義務に「著しい不均衡」をもたらし、「消
費者に不利益」をもたらす条項であるとされ、
不公正とみなすことのできる条項の例示的
かつ網羅的リストが付則におかれる 。 
英国における一九七七年不公正契約条項

法は、消費者契約を含む契約における責任排
除、制限条項に適用される。無効となる条項
と、合理性の要件がみたされない場合に不公
正条項とされる条項について定め、合理性の
要件がみたされるか否かを判断するガイド
ラインを付則におく 。一九九九年不公正条
項規則は、EC不公正条項指令とほぼ同様の規
定を有し、個別に交渉されなかった契約条項
は、消費者に対して不利益となり、契約当事
者間の権利義務に著しい不均衡を生じさせ
信義誠実の要請に反するものである場合、不
公正な条項であると規定する 。一九九九年
不公正条項規則は一般条項に加え、不公正判
断の際のガイドラインとなる不公正条項と
されるリストを例示し不公正条項の判断に
役立てている 。この研究においては、EC 不
公正条項指令が国内法規化された一九九九
年不公正条項規則の不公正性を判断する要
件を中心に検討した。具体的には英国の不公
正条項規制が定める「信義誠実」「当事者間
の契約上の権利・義務の著しい不均衡」「消
費者の不利益」「中心条項の除外」「個別交渉
条項の除外」｢明瞭性・透明性」「作成者不利
の解釈」といった一般条項に関する不公正性
を判断する要件について、その意義、要件相
互の関連性についての議論、判例等を取り上
げて考察した。 
英国の不公正条項制度の特徴として、一九

七七年不公正契約条項法と一九九九年不公
正条項規則という二つの主要な法律が存在
すること、法制度の執行において Office of 
Fair Trade（公正取引庁、以下 OFT）等の指
定された団体の役割が重要性を増している
こと、大陸法的な信義則という概念などを含
む EC 不公正条項指令を自国の法制度に取り
込むためにさまざまな議論が法委員会を中
心に活発になされ、上記二つの法律を統合し
た新しい法案についての提案がなされてい
ることなどがあげられる 。 
不公正条項の一般条項に関する判断要件

については、法委員会による一九七七年不公
正契約条項法と一九九九年不公正条項規則
を統合した新しい法案の提案などがなされ
た二〇〇二年の法委員会のコンサルテーシ
ョン・ペーパー、二〇〇二年のコンサルテー
ション・ペーパーに対する団体や個人、学界、
政府機関等からのコメントを踏まえた提案
を含む二〇〇五年のレポート、さらに、二〇
〇九年の Office of Fair Trading v Abbey 

National plc. を踏まえて、一九九九年不公
正条項規則の適用が除外される条項につい
て特に検討した二〇一二年のイシュー・ペー
パー、OFT の見解、主要な判例の動向等を中
心に検討を行った。 
日本では、消費者契約法において、一〇条

に一般条項、八条に事業者の責任を制限する
条項、九条に消費者が支払う損害賠償額の予
定・違約金に関する個別的な不当条項規定を
置くが、一〇条における不当性を適切に判断
するための要件の明確化について議論を深
めることや、グレイ・リストの設置等が重要
課題となっている 。民法(債権法）改正検討
委員会が二〇〇九年にとりまとめた「債権法
改正の基本方針」においてもブラック・リス
トまたはグレイ・リストの作成等様々な提案
がなされている。 
日本法においても、信義則の解釈、透明性、

個別の交渉を経て採用された条項、契約の中
心部分に関する条項、消費者が合理的に予測
できなかった不意打ち条項といった不当性
を判断する要件および要件相互の関連性な
どについて今後議論が深められていく必要
がある。 
③情報化社会という観点からは、

LexisNexis 社出版の Doing Business In 
Japan において執筆を担当する Electronic 
Commerce and Electronic Contracts の章に
ついて、電子商取引、情報財取引についての
日本の状況を紹介する論文のアップデート
を行った。 
④インターネットバンキングに関しては、
不正利用などにより預金等が引き出される
ことによって問題が生じた場合について、日
本における債権の準占有者への弁済につい
ての規定、預貯金者保護法といった法制度、 
全国銀行協会の自主ルールと英国、米国の状
況について比較する論文を執筆した。このよ
うな事例の分析を契機に、情報技術の発展に
おける消費者保護はどのようにあるべきか
について今後も考察していきたいと考えて
いる。 
⑤不法行為法の分野に関しては、幼児や高

齢者が犠牲となったコンニャクゼリー死亡
事件についての裁判例をとりあげ、日本にお
ける不法行為責任、製造物責任、消費者庁の
対応、EU における食品添加物としてのコン
ニャクをゼリーに使用することを規制する
指令、米国における製造物責任が認められた
判例、FDA(食品医薬品局)による輸入規制、
そして、オーストラリアにおける法制度の状
況についての比較を行い、法律と行政機関の
役割、消費者法政策について考察した論文を
執筆した。このような事例の分析を契機に、
新規の商品を使用するより弱い立場の消費
者の保護はどのように図られるべきかにつ
いて今後も考察していきたい。④，⑤の論文



 

 

は、それぞれ英国、オーストラリアの雑誌に
投稿し、査読の上採用された。 
⑥インターネットを利用する消費者から、

クラウド環境へ移行するにつれて責任主体
が不明確になりつつある。その傾向について、
クラウド時代において、民事法的な救済につ
いて新たな可能性を検討する必要する必要
性についての論文を執筆した。 
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